
 

千葉市中央コミュニティセンターのプールは、設備の故障のため令和５年３月下旬までの

間（見込み）、利用を休止しています。 

このたび、施設管理者であるセントラルスポーツ株式会社のご協力により、休止期間中に

同社のプール施設をご利用いただけることとなりましたので、お知らせします。 

 

１ 利用可能なプール施設 

施設名称 所在地 

セントラルフィットネスクラブ千葉 中央区新町 18-14 千葉新町ビル 1F 

セントラルフィットネスクラブ千葉みなと 中央区問屋町 1-50 千葉ポートタウン 7F 

※ご利用にあたっては、各施設の規則の順守をお願いします。 

 

２ 利用できる方 

千葉市在住・在勤・在学の方 

 

３ 利用方法 

事前申込などは不要です。 

直接、各施設受付にて「千葉市都度（つど）利用制度」で来館した旨をお伝えください。 

 

４ 利用料金（税込） 

（１）プールのみ２時間の利用 

５００円 

※２時間を超えた場合は、追加料金５００円がかかります。 

（２）プール以外の施設も併せた時間無制限での利用 

１回１，５００円 

 

５ 利用可能期間 

令和４年１２月１９日（月）～令和５年３月下旬（見込み）  

※中央コミュニティセンタープールの利用休止期間に限ります。  

 

 
 令和４年１２月１９日 

市民局市民自治推進部 
市民総務課 
電話 ２４５－５１５２ 

   

 

千葉市中央コミュニティセンターのプール休止期間中に 

民間プール施設がご利用いただけるようになりました 

 

記者発表資料 


